
姫路市消防局訓達第 １ 号   

平成２９年 ２月２０日   

 

姫路市消防局長  中 川 勝 正    

 

違反対象物の公表に関する事務処理要綱を次のように定める。 

 

違反対象物の公表に関する事務処理要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、姫路市火災予防条例（昭和３７年姫路市条例第１４号）第５６条

の４の規定並びに姫路市火災予防条例等施行規則（昭和３７年姫路市規則第３５号）

第２１条の２及び第２１条の３の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の

公表（以下「違反公表」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（消防局長等の責務） 

第２条 消防局長（以下「局長」という。）及び消防署長（以下「署長」という。）は、

利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適

切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。 

（違反公表の該当となる違反） 

第３条  違反公表の該当となる違反（以下「公表該当違反」という。）は、消防法（昭

和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第１７条の２の５第２項第４号に規

定する特定防火対象物であって、法第１７条第１項の政令で定める技術上の基準又は

同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプ

リンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、

法第４条第１項に規定する立入検査において、これらの消防用設備（消防法施行令（昭

和３６年政令第３７号。以下「政令」という。）第２９条の４に規定する必要とされ

る防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。）を構成する機器等が一切

設置されていないと認められたものとする。 

２ 政令第８条又は第９条の規定の適用等により、防火対象物の部分ごとに設置義務が



生じる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。 

（公表該当違反の報告及び周知） 

第４条 査察員は、立入検査において公表該当違反を認めた場合は、当該違反の調査を

行い、その結果を公表該当違反調査報告書（様式第１号）により署長に報告するもの

とする。 

２ 署長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定し、公表対象物の関係者で

権原を有する者（以下「権原者」という。）に姫路市火災予防査察規程（平成１７年

消防局訓令甲第７号。）第２５条に規定する立入検査結果通知書（以下「通知書」と

いう。）を交付するとともに、速やかに公表該当違反報告書（様式第２号）を作成し、

局長に報告するものとする。 

３ 前項の通知書には、指示事項等の欄に違反内容を記載するほか、違反を公表する場

合がある旨について記載するものとする。 

４ 署長は、通知書の受領を権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、

その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する

方法により送達するものとする。 

（公表通知書の交付） 

第５条 局長は、前条第２項の報告を受けたときは、公表該当違反報告書に記載されて

いる公表予定日の７日前までに、公表通知書（様式第３号）を権原者に交付するもの

とする。 

２ 前項の公表通知書には、違反公表番号簿（様式第４号）に登録した番号を記載する

ものとする。 

３ 局長は、公表通知書を権原者に直接交付したときは、受領書（様式第５号）に署名

及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の受領を権原者に拒否されたとき

その他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容

証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。 

 （違反公表の開始） 

第６条 局長は、署長から公表該当違反是正報告書（様式第６号）による報告がないと

きは、公表該当違反報告書に記載している公表予定日に姫路市消防局ホームページ



（以下「ホームページ」という。）に掲載し公表するものとする。 

（違反公表の内容） 

第７条 前条に定めるホームページに掲載する内容は、公表対象物の名称、所在地、公

表該当違反の場所、内容、公表を開始した日及び管轄消防署名とする。 

 （違反公表の掲載削除） 

第８条 署長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、掲載内容の削除のた

め、公表該当違反是正報告書を作成し、速やかに局長に報告するものとする。 

⑴ 法第１７条の３の２の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の

消防用設備が、法令基準に従い設置されていると認めたとき 

⑵ 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき 

２ 局長は、公表該当違反是正報告書を受理したときは、速やかに掲載内容を削除する

ものとする。 

（その他） 

第９条 事務処理フロー等については、別図１及び別図２のとおりとする。 

２ この要綱に定めるもののほか、違反公表の実施に関し必要な事項は、局長が別に定

める。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



違反対象物公表制度の事務処理フロー 
 

 

      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

立入検査の実施 

（公表該当違反有り） 

公表該当違反調査報告書（様式第１号）により署長報告 

関係者で権原を有する者（以下、「権原者」という。）に、消防署長名で立

入検査結果通知書（公表の予告を併記）を交付 

公表予定日を決定し、公表該当違反報告書（様式第２号）により局長報告 

※ 公表予定日：立入検査結果通知書の交付日から１４日を経過した日 

権原者に消防長名で公表通知書（様式第３号）を交付（消防署経由）し、

権原者から受領書（様式第５号）を受領 

公表予定日（立入検査結果通知書を交付した日から１４日以上経過した日） 

においても、なお同一の違反が認められる場合 

違反公表（姫路市消防局ホームページへの掲載） 

公表該当違反の是正、用途変更、閉鎖・解体等により公表対象物非該当

となった場合 

公表該当違反是正報告書（様式第６号）により局長報告 

違反公表の掲載削除 

公表予定日

の７日前ま

で（立入検

査結果通知

書の交付後

７日以内） 

公表通知書

の交付後７

日経過、か

つ公表予定

日以降 

別図１ 

・公表要件該当の判定 

・名宛人の調査 



 

公表予定日の例示 

 

 

１ 通知書の交付後、14日を経過した日が平日の場合 

 ※ 期間の算定にあたっては、通知書を交付した当日を含めないものとする。 

 

 

 

 

 

31(水) 1(木)  2(金) 3(土) 4(日) 5(月) 6(火) 7(水)  

 8(木) 9(金) 10(土) 11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通知書の交付後、14日を経過した日が市の休日の場合 

 ※ 期間の算定にあたっては、通知書を交付した当日を含めないものとする。 

 ※ 通知書の交付後、14 日を経過した日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌

日を公表予定日とする。 

 

 

 

 

 

31(金) 1(土) 2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金)  

 8(土) 9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金)  

15(土) 16(日) 17(月)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書

交付日 

公表予定日 

通知書交付後、

14日が経過 

公表通知書（様式第３号）は、公表予定日の７日前

まで（通知書の交付後７日以内）に交付すること。 

 

別図２ 

通知書交付後、

14日が経過 

公表予定日 

通知書

交付日 

市の祝日 

公表通知書（様式第３号）は、公表予定日の７日前

まで（通知書の交付後７日以内）に交付すること。 



様式第１号（第４条関係） 

平成  年  月  日 

 

消防署長 様 

階級 氏名     ○印  

 

公 表 該 当 違 反 調 査 報 告 書 

台 帳 番 号  № 

防火対象物の

名称・所在地 

 

名 称 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 

所在地 
 

 

名あて人の役職、氏名等 
 

 

防火対象物の

状況等 

用 途 構 造 階 層 規 模 

   項      造 地上   階 

地下   階 

建          ㎡ 

延          ㎡ 

公表該当違反

に関する事項 

□ 屋内消火栓設備 

□ スプリンクラー設備 

□ 自動火災報知設備 

 

違反の位置等 

 

 

 

 

公表該当違反

の状況 

 

 

 

                        

立 入 検 査  
立入検査実施日 立入検査結果通知書交付予定日 

      年  月  日 年  月  日 

公表その他  
公表通知書交付予定日 公 表 予 定 日 

      年  月  日 年  月  日 

備  考 

 

 

 

 

 

注 該当する□にはレを記入すること。 

 



様式第２号（第４条関係） 

平成  年  月  日 

消防局長 様 

 

○○消防署長 

 

公 表 該 当 違 反 報 告 書 

台 帳 番 号   № 

防火対象物の

名称・所在地 

 

名 称 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 

所在地 
 

 

名あて人の役職、氏名等 
 

 

防火対象物の

状況等 

用 途 構 造 階 層 規 模 

   項      造 地上   階 

地下   階 

建          ㎡ 

延          ㎡ 

公表該当違反

に関する事項 

□ 屋内消火栓設備 

□ スプリンクラー設備 

□ 自動火災報知設備 

 

違反の位置等 

 

 

 

 

公表該当違反

の状況 

 

 

 

                        

立 入 検 査  
立入検査実施日 立入検査結果通知書交付日 

     年  月  日 年  月  日 

公表その他  
公表通知書交付予定日 公 表 予 定 日 

     年  月  日 年  月  日 

備  考 

 

 

 

 

 

注 該当する□にはレを記入すること。 

 



様式第３号（第５条関係） 

姫消予第     号 

平成  年  月  日 

公  表  通  知  書 

 

                  様 

 

姫路市消防長       □印  

 

 あなたの所有・管理・占有する防火対象物に関し、平成  年  月  日に立入検査

結果通知書により通知した違反（姫路市火災予防条例等施行規則第２１条の２第２項に規

定するものに限る。）のうち、現に是正が認められないものについて、姫路市火災予防条例

第５６条の４の規定により、下記のとおり公表します。 

記 

１ 公表する事項 

防火対象物 
名 称  

所在地   

違 反 の 内 容   

違 反 の 場 所   

 

２ 公表の方法  

  姫路市消防局ホームページへの掲載 

 

３ 公表（予定）日  

  平成   年   月   日 

 

 

備考 

・ 前１の法令違反の内容を是正した場合は、問合せ先へ連絡してください。 

・ 公表予定日前に違反の是正を確認したときは、当該違反事実については公表しません。 

・ 公表後に違反の是正を確認したときは、当該違反事実の情報を削除します。 

 

【問合せ先】 姫路市 ○○○○○  

○○消防署予防係 担当○○   

電話 ０７９－   －     



様式第４号（第５条関係） 

違反公表番号簿 

番号 所轄 

公表年月日 対 象 物 名 称 

名あて人 違 反 内 容 

削除年月日 所 在 地 

１  

    

  

２  

    

  

３  

    

  

４  

    

  

５  

    

  



様式第５号（第５条関係） 

平成  年  月  日 

 

 

姫路市消防長 様 

 

 

住 所 

氏 名         ○印 

 

 

 

受   領   書   

 

 

 

平成  年  月  日付け姫消予第    号の公表通知書を確かに受領しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第６条関係） 

平成  年  月  日 

 

消防局長 様 

消防署長 

 

公 表 該 当 違 反 是 正 報 告 書 

台 帳 番 号   №  

 

 

防火対象物の

名称・所在地 

 

名 称 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  

     

 

 

所在地 

     

 

防火対象物の

状況等 

用 途 構 造 階 層 規 模 

   項     造 地上  階 

地下  階 

建        ㎡ 

延        ㎡ 

公表該当違反

に関する事項 

□ 屋内消火栓設備 

□ スプリンクラー設備 

□ 自動火災報知設備 

 

違反の位置等 

 

 

 

 

公表該当違反

の是正状況 

  

 

 

                        

是 正 確 認  
是正確認実施日 

年  月  日 

公 表 等  
公  表  日 公表削除（予定）日 

     年  月  日 年  月  日 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

注 該当する□にはレを記入すること。 

 


